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成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

案
（
第
百
九
十
六
回
国
会
閣
法
第
五
六
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
、
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
の

人
権
が
尊
重
さ
れ
、
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
不
当
に
差
別
さ
れ
な
い
よ
う
、
国
家
公
務
員
法
等

に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
に
係
る
欠
格
条
項
そ
の
他
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化

等
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
を
資
格
、
職
種
、
業
務
等
か
ら
一
律
に
排
除
す
る
規
定
等
を
設
け
て
い
る
各
制
度
に
つ
い

て
、
心
身
の
故
障
の
状
況
を
個
別
的
、
実
質
的
に
審
査
し
、
制
度
ご
と
に
必
要
な
能
力
の
有
無
を
判
断
す
る
規
定
へ
と
適
正

化
す
る
と
と
も
に
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

二
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
。

四
、
政
府
は
、
会
社
法
及
び
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
に
お
け
る
法
人
の
役
員
の
資
格
を
成
年
被
後



- -2

見
人
又
は
被
保
佐
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
制
限
す
る
旨
の
規
定
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
一
年
以
内
を
目
途
と
し

て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
規
定
の
削
除
そ
の
他
の
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
建
築
基
準
法
の
改
正
規
定
の
一
部
及
び
建
築
士
法
の
改
正
規
定
の
一
部
の
施
行

期
日
を
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
元
年
十
二
月
一
日
に
改
め
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


